
 

 

被保険者 

 40歳以上の方は、住んでいる市町村が運営する介護保険の被保険者（加入者）となりま

す。被保険者は、年齢によって第１号被保険者と第２号被保険者に分けられます。 

 第１号被保険者  

町内に住む65歳以上の方 

 第２号被保険者  

40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方 

 介護保険の適用を受けない方 

 身体障がい者療護施設等の適用除外施設に入所・入院している方や在留資格又は在留見

込期間１年未満の短期滞在の方などは、40歳以上の方でも介護保険が適用されません。 

 

第１号被保険者の介護保険料及び納付方法 

第１号被保険者の保険料 

段 階 対  象  者 年 額 

第１段階 
生活保護を受給している方、老齢福祉年金受給者で世帯全

員が住民税非課税の方 
２０，５００円

第２段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合

計所得金額の合計が80万円以下の方 
２４，６００円

第３段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で第２段階に該当しな

い方 
３０，７００円

第４段階 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方 ４１，０００円

第５段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万未満の方 ５１，２００円

第６段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の方 ６１，５００円

 

２ 保険料の納付方法 

区  分 保険料の納め方 

特別徴収（年金天引） 

年金額が年額18万円（月額15,000円）以上の方は、２か月ごと支

払われる年金から保険料が差し引かれます。４、６、８月（仮徴

収）は前年度の２月分と同額が天引きされ、10、12、２月（本徴

収）は、保険料年額から仮徴収分を差し引いた額を３期に分けて

納めていただきます。 

普通徴収（納付書払） 

年金未受給者、受給している年金が年額18万円未満の方及び年度

途中で65歳に到達した方は、納付書により金融機関での納付とな

ります。 



第２号被保険者の介護保険料及び納付方法 
 

区  分 国民健康保険に加入している者 職場の健康保険に加入している者

保険料の決定方法
国民健康保険税の算定方法と同

様に世帯ごとに計算されます。 

医療保険ごとに設定されている

保険料率と給与及び賞与に応じ

て計算されます。 

保険料の納付方法

医療保険分と介護保険分を合わ

せて、国民健康保険税として世帯

主が納付します。 

介護保険料と医療保険料を合わ

せて、給与及び賞与から差し引か

れます。 

 

介護保険サービスを受けるための手続き 

 介護保険サービスを受けるには、町に申請し介護(支援)が必要であると認定される必要

があります。 

 手続きの流れは、次のとおりです。 

 １ 申請 

   本人や家族の方などから、担当課(保健福祉課)へ申請をします。 

↓ 

２ 調査 

   町の職員や認定調査員が自宅や施設を訪問し、本人や家族から心身の状態などにつ

いて調査をします。 

↓ 

３ 審査・判定 

   訪問調査の結果と医師の意見書をもとに「日高東部介護認定審査会」が介護(支援)

の必要性とどの程度の身体状況にあるかを判定します。 

↓ 

４ 認定・通知 

   審査結果に基づき、市町村が認定し、結果通知書と被保険者証が交付されます。 

↓ 

５ 介護サービス計画（ケアプラン）の作成 

   介護支援専門員（ケアマネージャー）などと相談し、総合的な介護(支援)サービス

計画（ケアプラン）を作成します。 

↓ 

６ サービスの利用 

   介護(支援)サービス計画（ケアプラン）に基づいて在宅や施設でのサービスを利用

します。 

   サービス提供機関は、自分で選択し契約を締結します。原則として費用の１割を負

担します。 

 



介護(支援)認定程度区分                              

 介護保険では、身体状況を軽度から重度まで次の７区分で判定しています。 
 

 

軽度                                 重度 

 

要支援１・要支援２・要介護１・要介護２・要介護３・要介護４・要介護５ 

 

介護保険サービス 

１ 居宅サービス 

⑴ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

   ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事や掃除などの生活援助を行います。 

 ⑵ 訪問看護 

   移動入浴車などが自宅を訪問して、入浴の介助を行います。 

 ⑶ 訪問リハビリテーション 

   理学療法士などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当てなどを行います。 

 ⑷ 居宅療養管理指導 

   医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 

 ⑸ 通所介護（デイサービス） 

   日帰りでデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、機能訓練など行います。 

 ⑹ 通所リハビリテーション（デイケア） 

   日帰りで医療機関や老人保健施設に通い、食事や入浴、リハビリテーションなどを

行います。 

 ⑺ 短期入所生活介護（ショートステイ） 

   特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事や入浴、機能訓練などを行います。 

 ⑻ 短期入所療養介護（ショートステイ） 

   特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事や入浴、リハビリテーションなど

を行います。 

 ⑼ 福祉用具貸与（レンタル） 

   日常生活の自立を助けるため、福祉用具の貸与（レンタル）が受けられます。 

 ⑽ 福祉用具購入費 

   入浴や排せつなどの日常生活に欠かせない福祉用具の購入費の支給を受けることが

できます。 

 ⑾ 住宅改修費 

   手すりの取付や段差の解消などの改修費の支給を受けることができます。 

 ⑿ 在宅介護支援 

   居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネージャー）や地域包括支援センタ

ーの担当職員が本人や家族と相談し、介護（予防）サービスの利用計画を作成します。 

在宅介護支援については、全額を介護保険で負担するため自己負担はありません。 



２ 施設サービス（「要介護１」以上の方が利用可） 

 ⑴ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

   常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所して、食事や入浴、機能訓練な

どを行います。 

 ⑵ 介護老人保健施設 

   病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいた介護が必要な方が入所して、医

学的な管理のもとで、食事や入浴、機能訓練などを行います。 

 ⑶ 介護療養型医療施設 

   急性期の治療が終わり、病状が安定しているものの、長期間の療養が必要な方が、

介護体制の整った医療機関に入院し、医療や看護、食事や入浴、機能訓練などを行い

ます。 
 

３ 地域密着型サービス 

 ⑴ 認知症対応型通所介護 

   認知症の高齢者が特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどに日帰りで通い、

食事や入浴、機能訓練などを行います。 

 ⑵ 小規模多機能型居宅介護 

   通所を中心に、利用者の希望に応じて、訪問や泊まりなどのサービスを提供する小

規模な拠点施設から、食事や入浴、機能訓練などを行います。 

 ⑶ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

   認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な環境のもと、食事や入浴、

機能訓練などを行います。 

 ⑷ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

   小規模な有料老人ホームなどに入居している方が、食事や入浴、機能訓練などを行

います。 

 ⑸ 地域密着型会合老人福祉施設入所者生活介護 

   小規模な特別養護老人ホームに入所している方が、食事や入浴、機能訓練などを行

います。 

 

介護サービスを利用するときの負担額 

１ 在宅サービスを利用した場合 

在宅サービスでは、要介護度の区分によって、介護保険で利用できる上限額（支給限度 

額）が決められています。 

利用者の負担は、原則として１割です。 

また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用が全額自己負担とな

ります。 

 

 



要介護度 １か月の支給限度額 要介護度 １か月の支給限度額 

要支援１ ４９，７００円 要介護３ ２６７，５００円 

要支援２ １０４，０００円 要介護４ ３０６，０００円 

要介護１ １６５，８００円 要介護５ ３５８，３００円 

要介護２ １９４，８００円   

 

２ 施設サービスを利用した場合 

  特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所（ショートステイを含む。）したときは、

費用の１割負担のほかに、食費、居住費、日常生活費などが自己負担となります。 

 具体的な金額は、施設との契約により決定します。 
  

３ 食費・居住費の負担限度額（１日あたり） 

居  住  費 段

階 
利 用 者 負 担 食 費 

従来型個室 多 床 室 

第
１
段
階 

生活保護を受給している方、

老齢福祉年金受給者で世帯全

員が住民税非課税の方 

３００円 ３２０円 ０円

第
２
段
階 

世帯全員が住民税非課税で課

税年金収入額と合計所得金額

の合計が80万円以下の方 

３９０円 ４２０円 ３２０円

第
３
段
階 

世帯全員が住民税非課税で第

２段階に該当しない方 
６５０円 ８２０円 ３２０円

第
４
段
階 

住民税課税世帯の方 
第４段階の方には、限度額が設けられていません。

金額は、施設との契約により決定します。 

※ えりも町の特別養護老人ホームでは、ユニット型個室及び隼個室は設置されていま

せん。 

 

 

お問い合わせ 

保健福祉課介護福祉係 

℡ ０１４６６－２－４８８８ 


